
                                                              
              
 
 
 

 
 
 
・ケアプランの作成 

・介護保険についての説明･情報提供 

・介護サービス関する情報提供 

・要介護（要支援）認定申請の代行 

・介護に関するご相談 

・福祉用具に関するご相談 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

居宅介護支援事業所すまぁと 

〒654-0134          

神戸市須磨区多井畑東町６番地１ 

TEL : 078-795-4122       

FAX : 078-795-4121 

E-MAIL：kyotaku.smart@gmail.com 

ホームページ：http://www.smart-kobe.com 

営 業 日  月曜日〜金曜日 
(祝日･年末年始除く) 

営業時間 ８:３０〜１７:１５ 

サービス提供地域 

 神戸市須磨区、北区の一部(鈴蘭台北

町･鈴蘭台東町･鈴蘭台南町･鈴蘭台西町･星和

台･君影町･ひよどり台･ひよどり北町･ひよど

り台南町･北五葉･南五葉･鳴子･泉台･甲栄台･

若葉台･大脇台･惣山町･杉尾台･松宮台) 

居宅介護支援事業所 

すまぁと 

住み慣れた地域や家庭での生活がもっと

豊かで幸せになるように、ご本人やご家

族のご希望を伺い、必要な介護サービス

やその他のサービスが受けられるように

お手伝いいたします。 

どなたでも 

お気軽にご相談ください。 
 



① 相 談 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご利用者様が、住み慣れた自宅での生活を

続けられるように、サービスに対するご意向

や希望する生活スタイルなどを確認、相談し

ながら、その人に合った居宅介護サービス計

画(ケアプラン)を作成していきます。 

ご利用者様の希望や心身の状態、環境など

を総合的に考慮して、具体的なサービス（訪

問看護･リハビリテーション、訪問介護、通

所リハ、通所介護、福祉用具の貸与、ショー

トステイなど）を介護度に応じて認められた

単位の範囲内で組み合わせて利用することが

できます。 

自宅で生活を送る地域のご利用者様やご家

族様が、介護が必要になっても安心して豊か

な生活が保てるように、保健・福祉・医療と

連携をとり、サポートさせていただきます。 

地域の皆様から信頼され親しまれる事業所

を目指し、人材育成を行い、地域に密着し、

気軽に声をかけていただける存在として、成

長していきたいと考えております。 

ご あ い さ つ 

② 申 請 

➄ ケアプランの作成 

④ 結果の通知 

③ 要介護(要支援)認定 

ご本人･ご家族の介護に関するお困りごとを伺います。 

ご本人･ご家族に代わり申請を代行いたします。 

｢認定調査｣と｢主治医意見書｣をもとに市町村が認定を 

出します。｢要支援 1･2｣｢要介護 1〜5｣があります。 

おおむね 30日くらいで認定結果通知と介護保険証が届きます。 

ケアマネジャーがご利用者様の状況に応じてサービスの

提案をさせていただきます。 

➅ サービスの利用開始 それぞれのサービス提供事業所と契約し、ケアプランに 

もとづいて、サービスを利用します。 
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